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とよなか国際交流センターからのおしらせピックアップ 
 

問合・申込  とよなか国際交流協会（指定管理者） ☎06-6843-4343 （水曜、年末年始を除く毎日、９:00～20:00） 

7/14（木）10:00～13:00 

世界を食べよう～ベトナム編 

内容：ベトナム出身の女性と一緒にベトナム家

庭料理をつくって交流する。※メニュー（予定）：

バインセオ・ボホ（牛肉と野菜煮込み）、生春巻

き、チェー（ココナツミルクのデザート）、パン 

参加費：1500円 

定員：15人 

7月10日までに要申込

み、先着順 

7/23（土）10:00～12:00 

おまつり地球一周クラブ～韓国の料理編 

内容：韓国家庭料理をつくって交流する。 

対象：小・中学生 

定員：20人（保護者同伴可） 

参加費：300円 

要申込み、先着順 

 

（公財）とよなか国際交流協

会（とよなか国際交流セン

ター指定管理者）の2015年

度年次報告書概要版「こく

りゅう＠home 2015」が完

成しました！（32ページ、A4

版、オールカラー） 当セン

ターを含む市内の各施設に

配架中です。ぜひ、お手に

とってご覧ください！ 

 

(※参加費は記載がないものは無料、場所は、記載がな
いものはすべてとよなか国際交流センターです） 
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 ＪＦＣ（ジャパニーズ・フィリピノ・チルド

レン：フィリピン人と日本人の子ども）の日本

国籍取得手続きについての続きです（前回は

2016年3月号）。 

 Ａさんと日本人夫との間の子どもはフィリピ

ンで生まれました。生後間もなく、夫とは連絡

が途絶えてしまいました。夫が日本に出生届を

出していなかったので、子どもはフィリピン国

籍のみでした。数年の後、Ａさんと子どもは日

本に来ました。子どもは15歳未満でしたので、

日本国籍をとるためには、夫の協力が必要でし

た（両親ともに手続きをしなければなりませ

ん）。しかし、何度電話をしても手紙を送って

も、夫は全く無視でした。Ａさんは遠方の夫に

対して離婚を求める調停を起こしましたが、そ

れにも夫は来ませんでした。続けて裁判（審

判）となり、そこで離婚が成立し、親権者がＡ

さんに決まって、ようやく、子どもの日本国籍

取得申請をすることができました。 

 Ｂさんは、日本人男性と交際中に妊娠し、そ

のままフィリピンに帰国となり、出産しまし

た。男性とは結婚できませんでした。その後子

どもと来日しましたが、当時の男性についての

情報はとても少なく、男性を探すことは非常に

難しいものでした。覚えていたのは、名前の読

み仮名だけと、だいたいの居住地だけでした。

その居住地をgoogle mapのビュアーでうろうろ

していったところ、なんと彼の家が見つかりま

した。Ｂさんは一度訪ねたことがあったので、

その家を覚えていたのです。その住所から、弁

護士を通して男性を見つけることができまし

た。Ｂさんの子どもが日本国籍をとるために

は、父親の認知が必要です。男性に電話したと

ころ、認知を強く拒否しましたので、ＤＮＡ鑑

定によって調停で強制認知となりました。そう

してようやく、日本国籍取得申請ができまし

た。 

 Ｃさんは日本人男性との子どもをフィリピン

で出産した直後に、その男性と結婚し、その後

さらに子どもが生まれました。しかしその後、

夫と連絡が途絶えました。夫は、下の子どもの

出生届は出していました（＝父親の戸籍に記載

され、日本国籍がある）。日本に来てみると、

夫は勝手に離婚し、下の子どもの親権者は父親

（夫）になっていることが判明しました。Ｃさ

んは、下の子どもの親権者変更を申し立てなけ

ればならず、さらに、上の子どもは日本国籍が

ありませんので、親権者指定を申し立てなけれ

ばなりませんでした。 

 このように、日本国籍取得手続きは、単に書

類を提出するだけではすまない人が多くいま

す。そして、子どもが、日本人の父親の不作為

や身勝手な行動によって影響を受けているので

す。婚姻状態が続いている場合は、児童扶養手

当などを受けられない場合があり、経済的にも

非常に苦しい状態にいます。長い時間、複雑な

手続き、そして費用をかけて、ようやく日本人

となった、このような子どもたちは、実は全体

のごく一部で、多くは支援を得られないまま遺

棄されているのが現状です。 

 相談では、父親捜し、父親への連絡のサポー

ト、調停などの申立てや弁護士との連携から、

国籍取得手続きまで、相談者の要望に応じて対

応しています。 

 近年、在日外国人に対する暴言や暴挙を伴う深刻な人権侵害が繰り広

げられています。この言動には目に余るものがあり、政府としてもこの状

態を黙視できなくなり、去る5月24日の国会において「ヘイトスピーチを解

消することを目的とした法律」が成立しました。しかし、この解消法の内容

と対処法には大きな課題を含んでいるようです。 

 今回、特別公開講座としてコリアNGOセンター代表理事の郭辰雄（カ

ク・チヌン）さんを講師にお招きし、ヘイトスピーチの問題点と今回成立し

た「解消法」についての課題を明らかにしていただきます。そして参加者

の皆さんと共に、人種差別を扇動するヘイトスピーチを許さないまちづく

りについて考えたいと思います。奮ってご参加下さい。 

  日時：2016年7月23日（土）14:00～16:30 

  参加費：無料  定員：50人 

  一時保育：有り（無料、未就学児対象※7月16日（土）までに要申込） 

 日本に暮らす外国籍の人の割合は、約223万2千人（2015年末現

在）で、前の年と比べて約11万人増加しました。このうち、フィリ

ピン籍の人の割合は22万9千人で全体の1割を占めており、中国、韓

国・朝鮮に続いて3番目に多くなっています。小中学校においても、

外国籍を含む外国にルーツをもつ子どもの割合は増加しています。    

 本講座では、フィリピン中部ルソン地方・バターン州から小学

校、ハイスクール（日本の中等教育課程に相当）の先生と教育委員

会の方をお招きし、現地の学校生活や教育事情などについてお話し

をうかがいます。フィリピンの学校現場で大切にされていることや

先生の感じている課題、日本社会へのまなざしなど様々な視点から

お話しいただきます。 

フィリピンの学校・教育事情を知り、フィリピンをはじめとする

外国にルーツをもつ子どもたちの多様な背景や日本の学校での現状

を改めて考えてみませんか。 

 

 

日時：2016年7月16日（土）15時～17時 

参加費：無料 

対象：学校の先生、テーマに関心のある方 

 定員：30人（要申込み、先着順） 

フィリピンの学校を知ろう！ 

～現地の先生が語るフィリピン教育事情のいま 

7/16（土） 
15:00～17:00 

7/23（土） 
14:00～16:30 

特別公開講座 

「ヘイトスピーチ解消法を考える」 

外国人相談あれこれ 
吉嶋かおり（外国人のための多言語相談サービス・相談スタッフ） 

【講師プロフィール】 
 
1966年、大阪生まれの在日コリアン三世。 
2004年にコリアＮＧＯセンター設立に参加。現
在代表理事を務める。外国人の「人権」の視点
から、さまざまな人権問題での取り組みや日韓
の市民交流事業などをおこなっている。著書に
「日本における外国人・民族的マイノリティ人
権白書2014」（2014年 外国人人権法連絡
会）、「知っていますか？在日コリアン一問一
答」（2014年 解放出版社）など 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VfvzkSuhP0CziM&tbnid=X7MGvAI7pYL_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aoiweb.com%2Faoi2%2Ficon_ribbon.htm&ei=vIyfU5r2GojIlQWig4DYDA&bvm=bv.68911936,d.dGc&psig=AFQjCN
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 作・演出、鄭義信による『焼肉ドラゴ

ン』は大阪空港建設のため戦争中に日本

にきた朝鮮半島出身者たちの戦後を描い

た素晴らしい演劇です。三部作といわれ

る作品が一挙上演されるということで、

今回、初めて、あとの二作品を観ること

ができました。 

朝鮮戦争が始まった1950年代を描いた

『たとえば野に咲く花のように』は、朝

鮮戦争特需の中で日本の港町で暮らす、

朝鮮人と日本人それぞれが癒されぬ戦争

の傷を吐露する切ない物語でした。 

 そして、『パーマ屋スミレ』です。九

州の炭鉱の町にある、朝鮮人居住区、ア

リラン峠で暮らす炭鉱夫だった父親と娘3

人。姉は水商売をしながら、女手一つで

息子を育てますが、男を渡り歩き実家に

預けっぱなしの息子からは疎まれていま

す。二番目の須美は高山厚生理容所を一

人で切り盛りしています。再婚した夫は

炭鉱で安定した仕事を得るため、「帰

化」しますが、舅からは「裏切り者」と

ののしられ、将来の目標もなく、あまり

仕事もしていません。三番目の春美は心

優しい炭鉱夫の日本人と結婚し、幸せな

夫婦生活を送っています。貧しくても、

本音で言いたい放題言いながら、助け合

う人々の生活風景からはじまった舞台

は、突然の落盤事故で急展開します。 

三井三池炭鉱爆発事故をモデルにした

この事故により、姉妹は暗闇に突き落と

されます。 

 須美と春美の夫は仲間を助けに山に入

り、一酸化中毒になります。会社は補償

を渋り、外傷のない一酸化炭素中毒患者

は長年にわたり、放置されてしまいま

す。あんなに優しかった春美の夫は、頭

が割れそうに痛くなると、家中のものを

壊し、春美を殴ります。この人が悪いの

ではない、事故のせい、病気のせいと、

懸命に夫を看病する春美ですが、ついに

夫の望みどおり、殺してしまいます。須

美の夫も同じように後遺症に悩みます

が、苦しみながら須美と一緒に、朝鮮民

主主義人民共和国に帰還する弟を見送

り、閉山されたアリラン峠で暮らしま

す。須美はそんな夫たちの無念を晴らす

ために、会社を相手に告訴を決心しま

す。女たちの闘いはドキュメンタリー映

像で観たことがありますが、その過酷さ

は想像を絶しました。 

 長女一家が炭鉱の町を後にし、万博開

催による好景気の大阪に移り住みます

が、そこが、「焼肉ドラゴン」の舞台に

なった、中村だということはすぐにわか

ります。初老となった長女の息子がナ

レーションすることによって、舞台と観

客の一体感が増します。三輪自動車、ミ

ゼットが走るバラック住宅や水が出る井

戸、七輪で焼くイカの香ばしい臭いを感

じるなど、舞台装置のリアルさは、テン

ト芝居を甦らせます。そして、何より

も、出演者の迫真の演技に圧倒されまし

た。3作とも、韓国や「在日」の俳優だけ

でなく日本人が朝鮮人を演じているの

に、なぜこんなに感情移入できるのか、

不思議です。 

 三姉妹の父親が何度か、「どんなに辛

くても、人間は生きなくてはいけない」

と言うのですが、その言葉を聞くたびに

希望のようなものが湧いてくるのは何故

でしょう。演劇は作り物ですが、歴史的

事件を知り、その時に生きていた人たち

の息吹が伝わってきます。 

5月2日、一人芝居「身世打鈴」を2千回

以上、上演された新屋英子さんが亡くな

られました。生前、新屋さんに、「本来

ならば朝鮮人が演じるべき『身世打鈴』

を日本人が演じることの意味は何です

か」と聞いたことがあります。日本人の

彼女が演じることによって、一世の在日

朝鮮人女性が生きてきた歴史がたくさん

の人たちに伝わりました。その功績は大

きいです。感謝の気持ちを伝えられな

かったことが悔やまれます。 

劇中の人物と一緒に、怒ったり、あき

れたり、笑いながら、涙する。そんな骨

太な人間ドラマを観ることができる幸せ

を、これからも味わいたいです。 

コラム   なんぢゃ・カンヂャ・言わせてもらえば（第88回） 

 演劇を観て、実感する「在日」の歴史     皇甫康子（ふぁんぼ・かんぢゃ） 

 6月18日（土）10時～12時、「アンニョンハセヨ～！！」明る

い声が部屋中に響き渡り、今年度1回目のおまつり地球一周クラ

ブが始まりました。集まった子どもたちは16人、順番に韓国語で

自己紹介をした後、民族衣装の試着をしました。講師の方から丁

寧な挨拶は男女で動作が違うこと、年長者に対してとても敬意を

払うことなど、韓国の文化についてのお話しがあり、日本とは異

なる習慣に、子どもたちは興味津々でした。後半はレジ袋やペッ

トボトルの蓋など身近なもので、伝統的なあそびのチェギ（羽蹴

り）を作りました。完成したチェギを使った勝ち抜き戦のゲーム

は大いに盛り上がりました。今回もあっという間に2時間が過ぎ

「次の一周クラブも楽しみ!」と子どもた

ちは満面の笑顔でした。次回は7月23日

（土）10時～12時、引き続き韓国・朝鮮文

化を知るシリーズのお料理編で、チャプ

チェと暑い夏にぴったりのデザートを作っ

て食べます。8月は夏休み特別企画を計画

中です！お楽しみに！ 

 5月26日、6月2日、9日（すべて木）の10時～12時に「多文化子育て

支援ボランティア養成講座」を実施し、のべ98人が参加しました。本

講座は「おやこでにほんご」と「多文化子ども保育にこにこ」のボラ

ンティア養成講座として毎年開催しています。「おやこでにほんご」

は3つの市立図書館（岡町・庄内・千里）を会場として（共催事

業）、乳幼児を抱え家にこもりがちな外国人女性が安心して参加でき

る情報交換の場、様々な悩みを話したり相談したりすることができる

場、親も子も友だちをつくってリフレッシュできる場づくりを行って

おり、ボランティアも全員子育て中のママです。「多文化子ども保育

にこにこ」は保育士資格を持つボランティアによって、子どもたちの

ための活動を国際交流センターで行っています。今年も新たに11人が

ボランティアとして活動に参加することになりました。 

 第2回（6月2日）は公開講座として「じぶん、まる！性って誰かに

決められるもの？」と題し、「セクシュアル・マイノリティのこども

たちの居場所づくり にじいろi-Ru」の田中一歩さんと近藤孝子さん

をお招きしました。部落問題、セクシュアリティへの問題意識などを

ご自身の体験から語っていただき、私たちがもつ「当たり前」を揺さ

ぶられ、社会のあり方を考え直すきっかけとなる時間となりました。 

多文化子育て支援ボランティア 

        養成講座を実施しました 
ご報告 

平和と共存のための～おまつり地球一周クラブ 

 韓国のあそび編 を実施しました！ ご報告 

挨拶の仕方を練習！ 
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【お問合せ】 TEL 06-6843-4343 FAX 06-6843-4375 
とよなか国際交流協会（指定管理者）   
 

開館時間：午前9時～午後9時30分／業務受付時間：午前9時～午後8時 休館日：毎週水曜日、年末年始 

アクセス：阪急宝塚線「豊中」駅から徒歩1分（阪急梅田駅から急行で11分） 

     地下3階に有料駐車場有り（210台）、1階に有料駐輪場あり（自転車・バイク） 
 

編集・発行 公益財団法人とよなか国際交流協会（とよなか国際交流センター指定管理者） 

〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-1-1-601 とよなか国際交流センター 

E-mail: atoms@a.zaq.jp http://www.a-atoms.info 
●アクセス：阪急宝塚線「豊中」駅から徒歩1分 

とよなか国際交流センターの事業について 

施設管理に関する業務 ： 貸室について 

★駅前で便利！★ 会議やイベントにぜひご利用下さい。 

センター貸室使用申込み…受付時間：開館日の午前9時から午後8時まで 

会議室、料理室、音楽・健康づくりルーム、和室、プレイルーム、ギャラリーを初め

てご使用になる場合は、事前の登録が必要になりますので、お問合せ下さい。   

定例事業（以下すべて参加費は無料です） 

国際交流に関する情報の収集および提供事業 

センター内の「ふれあい交流サロン」にて、子ども、おとな向けの書籍をお
借りいただけます（多言語絵本もあります）。また、様々な媒体で定期的
に日本語、多言語で情報発信を行っています。 

国際理解推進事業 

子ども、おとなを対象とした多文化共生・国際理解の勉強会を随時
行っています。（「おまつり地球一周クラブ」「市民セミナー」「世界を食べ
よう」「多文化・多言語セミナー」等） 

在住外国人に対する支援事業 

「子ども母語」 第2・4日曜日10:00～12:00 

・母語学習（中国語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語）を通じて仲間
づくり、居場所づくりをしています。幼児・小学生・中学生・高校生が
参加しています。スタッフも外国にルーツをもつ学生です。 

「学習支援サンプレイス」日曜日13:00～15:00※第1日曜除く 

・日本語と学習支援の活動を通じて子どもたちの居場所づくりをしてい
ます。小学生・中学生・高校生が参加しています。ボランティアは大学
生で、外国にルーツをもつ大学生ボランティアも多数参加しています。  

「多文化保育にこにこ」 木曜日13:30～15:30 、金曜日10:30～12:00 

・外国にルーツを持つ就学前の子どもたちが、さまざまな人と出会い、
社会性を身につけるばづくりをしています。 他・・・ 

在住外国人に対する相談事業 

夫婦関係DV、在留資格、行政手続き、医療、労働、教育、子育て、人
間関係等、何でも相談できます。面談でも、電話でもOK。秘密厳守！ 

毎週金曜日11：00～16：00 (電話06-6843-4343) 

対応言語：フィリピノ語・タイ語・中国語・韓国朝鮮語・スペイン語・イン
ドネシア語・ベトナム語・英語・ネパール語・ポルトガル語・日本語 

国際交流活動への住民の参加促進事業 

留学生ホストファミリー事業ほか、日本語交流活動にも数多くの市民
がボランティアとして参加しています。 

日本語交流活動 

「もっともっとつかえるにほんご」 月曜日10：00～12：00        
「とよなかにほんご・木ひる」 木曜日13：30～15：30（保育活動あり）         
「とよなかにほんご・金あさ」 金曜日10：30～12：00（保育活動あり）         
「にちようがちゃがちゃだん」 日曜日10:00～12:00※第１日曜除く 

地域の外国人とボランティアが出会い、日本語交流を通じて生活に
必要な日本語を学び、豊かな人間関係を築く場をつくっています。 

「おかまち・おやこでにほんご」（場所：岡町図書館）           
「しょうない・おやこでにほんご」（場所：庄内図書館）                  
「せんり・おやこでにほんご」（場所：千里図書館）           
火曜日10:00～12:00 

乳幼児を抱えて家にこもりがちな外国人女性が子どもを連れて安心
して集い、交流・情報交換ができるママ友づくりの場を図書館の協力
のもとで実施しています。運営ボランティアも子育て中の女性です。 

・・・・その他、市民参加型のイベントや人権や多文化共生に関する講座、対

話の場なども実施しています。また、ボランティアについてのお問合せや国際交

流団体の運営相談にも随時対応しております。お気軽にお問合せ下さい。 

☺国際交流の活動を応援します！☺ 

登録グループ制度についてのご案内 

 

 

 

 とよなか国際交流センターでは「登

録グループ制度」を設置し、国際交流

の活動に組織的かつ継続的に取り組

む方々の自主的な活動推進のための

支援を行っています。 

 登録グループへの支援内容（一部） 
・国際交流目的で貸室を毎月2コマ
（午前・午後・夜間のいずれか1室につ
き1コマ）まで無料で使用できます。 

・センター内の掲示板で情報提供でき
ます 
・印刷機が無料で使用できます（紙は 
要持ち込み） 

 
 
 
 
・センター内のロッカーが無料で利用  
できます。  ・・・など 
 その他、登録グループになるための

要件、登録後の役割等については

「登録グループ制度要項」に詳細に記

載しています。豊中市のウェブサイト

からもダウンロードできますので、ご

関心のある方はご覧下さい。https://

www.city.toyonaka.osaka.jp/

jinken_gakushu/kokusai/

tourokuguru-pu.html  

 もしくは、当センターの受付でも入手

可能ですので、お問合せ下さい。 

☺「登録グループ活動紹介」の冊子をセンター受付にて無料配布中です☺

Facebookほぼ毎日更新中！「公益財団法人とよなか国際交流協会」で検索！ 


